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耐震工事・リニューアルした「忍者市駅駅舎」 

安 全 報 告 書 

2 0 2 0 

伊 賀 市 

（第三種鉄道事業者） 

「茅町駅」ネーミングライツ除幕式 
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１．ご利用の皆様及び市民の皆様へ 

 

 伊賀鉄道伊賀線に対しまして、日頃からご利用、ご支援をいただき、誠にあり

がとうございます。 

 平成 29年４月１日から、本市が第三種鉄道事業者として施設等を保有し、伊

賀鉄道㈱が第二種鉄道事業者として運行を担う、公有民営方式に移行して３年

が経過しました。 

 伊賀線は、通勤や通学をはじめ、市民の重要な交通手段であることや、近鉄大

阪線とＪＲ関西本線のフィーダー輸送としての重要な役割を担っており、交通

インフラとして必要不可欠な存在となっています。 

今年度は、公共交通の拠点・観光の玄関口である忍者市（上野市）駅の駅舎の

耐震補強と屋根や壁の補修を行いました。これからも、施設の改良や修繕を行う

など皆様に「安心・安全」に伊賀線をご利用いただけるよう取り組みを進めて参

ります。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、鉄道事業も甚大な影響を受け

ていますが、安定した輸送サービスを提供するために、伊賀鉄道㈱と連携し感染

防止対策に努めているところです。 

本市としましても、伊賀線の持続的な発展のため、今後もさらに皆様方ととも

に尽力して参りたいと考えておりますので、より一層のご理解とご協力、ご支援

をよろしくお願い申し上げます。 

 本報告書は、鉄道事業法に基づき、伊賀鉄道の輸送の安全確保のための取り組

みや、安全の実態についてまとめたもので、利用者の皆様へ広くご理解をいただ

くために作成、公表するものです。 

 皆様からの声を輸送の安全に役立てたく、ご意見等をいただければ幸いです。 

 

  ２０２０（令和２）年８月 

伊賀市長 岡本 栄   
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２．安全に関する基本的な方針 

市長以下関係職員は、安全第一の意識を持って事業活動を行える体制の整備

に努めるとともに、鉄道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するた

めの管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針（安全方針）を次のとおり

定めています。 

安全方針 

運転の安全の確保に関する省令（昭和 26年運輸省令第 55号）

第２条に規定する綱領（運転安全規範綱領）に則り、みんなで

協力して安全レベルのさらなる向上を目指します。 

【運転安全規範綱領】 

   一）安全の確保は、輸送の生命である。 

   二）規程の遵守は、安全の基礎である。 

   三）勤務の厳正は、安全の要件である。 

 

３．安全重点施策 

（１）安全輸送の確保 

伊賀鉄道㈱と連携して、安全輸送の確保に努めます。 

（２）施設・車両保守の確実な実施 

伊賀鉄道㈱に施設・車両の保守点検業務を委託し、確実な保守管理を実施

します。 

（３）事故防止対策の推進 

伊賀鉄道㈱と連携して、自社他社の事故情報を共有・分析し、同種事故・

トラブルの防止に努めます。 

 

４．輸送の安全確保のための取り組み 

安全方針及び安全重点施策に基づき、列車の安全運行を図るとともに、お客様

の安全を確保するために実施した主な取り組みを記載します。 

 

（１）令和元年度に実施した主な工事等 

①車両（１編成２両）の全般検査（定期検査） 

②信号保安設備の更新 

 踏切遮断機５台、ＡＴＳ装置（自動列車停止装置）６箇所、踏切継電器 60

台、踏切機器８箇所 

③線路設備の更新 

 ＰＣまくら木（コンクリートまくら木）への交換 255本、木まくら木の同

種交換 90本 
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④電路設備の更新 

 き電線（電力線）交換 1,160ｍ、電車線（架線）交換 965ｍ 

⑤忍者市（上野市）駅駅舎の耐震補強工事、屋根と壁の補修工事 

（施工前）              （施工後） 

 

 

 

 

 

（２）安全対策 

①月例保守会議 

第三種鉄道事業者である本市と、第二種鉄道事業者である伊賀鉄道㈱にお

いて、毎月、施設等に係る保守会議を開催し、伊賀鉄道㈱が実施した施設・

車両の定期点検等の内容を確認し、適切に管理することにより、事故・トラ

ブルの防止に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

②定例会議 

第三種鉄道事業者である本市と、第二種鉄道事業者である伊賀鉄道㈱にお

いて、四半期ごとに経営に係る定例会議を開催し、伊賀鉄道㈱から直近の輸

送状況及び経営状況の報告を受け、本市からは、伊賀市地域公共交通網形成

計画に基づく各種施策の実施状況の報告を行い、列車の安全運行や利用者の

安全確保を図るための情報共有や、利用促進策の検討等を行いました。 
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５．安全管理体制 

 市長をトップとする安全管理組織を下図のとおり構築し、安全統括管理者及

び施設管理者等の役割や責任を明確化し、安全確保に係る業務を適切に遂行し

ています。 

 

【各責任者の役割及び権限】 

市 長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。 

施 設 管 理 者 安全統括管理者の指揮の下、施設に関する事項を統括する。 

企画振興部長  安全統括管理者、施設管理者及び関係部署と連携し、鉄道輸

送の安全の確保に必要な予算、要員の措置を行う。 

伊賀市 伊賀鉄道株式会社

 

市長

施設管理者
（交通政策課長）

施工管理者
（施設課長）

企画振興部長

安全統括管理者
安全統括管理者
（鉄道営業部長）

運転管理者
（運輸課長）

　指示連絡系統

　連絡系統

車両管理者
（車両課長）

任命（委嘱） 意見具申

連絡報告指揮命令
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６．安全報告書への意見募集 

 平成２９年４月に伊賀鉄道伊賀線は公有民営方式に移行し、新たな体制によ

り運行を開始しましたが、市民の皆様のご支援のおかげで、４年目を迎えること

ができましたことを改めてお礼申し上げます。 

 地域に愛され、安心・安全で信頼される鉄道を目指すため、安全報告書や鉄道

事業の取り組みについて皆様からご意見をいただき、今後に役立ててまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒518-8501 伊賀市四十九町 3184 番地 

伊賀市役所 企画振興部 交通政策課 

TEL：0595-22-9663 FAX：0595-22-9694 

E-mail：koutsuu@city.iga.lg.jp 


